
議
案
第
八
十
八
号 

　
　
　

福
島
県
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　

福
島
県
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
条
例
（
令
和
二
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百

四
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
児

童
福
祉
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

　
　
　

附　

則 

一　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

二　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
児
童
福
祉
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

　

タ
ー
を
設
置
し
て
い
な
い
市
町
村
に
対
す
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
一
条
第
二
項
の
適
用

　

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
児
童
福
祉
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
こ
ど
も
家

　

庭
セ
ン
タ
ー
」
と
あ
る
の
は
、
「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十

　

六
号
）
第
四
条
に
よ
る
改
正
前
の
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
二
条

　

第
一
項
の
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
設
置
さ
れ
た
施
設
」
と
す
る
。 

  


